
質問事項
計画記載事項よ り 抜粋　 ※赤字の項目は、 年度ご と の「 定量的な整備目標」 を 設定する 必要あり

区市町村 設置区 施設等 子供

社会的養護に関わる 関係職員（ 児童相談所、 一時保護施設、 里親・ ファ ミ リ ーホーム、 施設、 里親支援センタ ー、 児童家庭支援センタ ー、 意見表明等支援
事業の委託先団体等の職員） 及びこ ども 自身に対する こ ども の権利や権利擁護手段に関する 研修や啓発プロ グラ ム等の実施回数、 受講者等数

〇 ○ 〇

意見表明等支援事業を利用可能な子ども の人数及び割合並びにそのう ち事業を利用し たこ ども の割合 ○

措置児童等を対象と し たこ ども の権利擁護に関する 取組に係る こ ども 本人の認知度・ 利用度・ 満足度の確認体制の整備 〇

措置児童等を対象と し たこ ども の権利に関する 理解度の確認体制の整備 〇

措置児童等を対象と し た日頃から 意見表明ができ る こ ども の割合及び意見表明に係る 満足度の確認体制の整備 〇

こ ども 家庭福祉行政に携わる 市区町村職員に対する 研修の実施回数、 受講者 〇

こ ども 家庭センタ ーにおける サポート プラ ンの策定体制の整備 〇

こ ども 家庭センタ ーにおける サポート プラ ンの策定状況 〇

市町村子ども ・ 子育て支援事業計画における 家庭支援事業の確保方策 〇

市区町村における 子育て短期支援事業を委託し ている 里親・ ファ ミ リ ーホーム、 児童家庭支援センタ ー数 〇

市町村子ども ・ 子育て支援事業計画における 家庭支援事業の確保方策の達成率 〇

妊産婦等生活援助事業の実施事業所数 〇

特定妊婦等への支援に関係する 職員等に対する 研修の実施回数、 受講者数 〇

一時保護専用施設や委託一時保護が可能な里親・ ファ ミ リ ーホーム、 児童福祉施設等の確保数 〇

一時保護施設職員に対する 研修の実施回数、 受講者数 〇

第三者評価を実施し ている 一時保護施設数 〇

一時保護施設の平均入所日数 〇

一時保護施設の平均入所率 〇

こ ども の家庭復帰が難し い場合の親族等養育、 特別養子縁組の検討など、 早期のパーマネンシー保障に必要な判断・ 支援を着実に行って長期措置を防ぐ た
めの児童相談所における 専門チームや担当係の配置などの体制の整備

〇

里親・ ファ ミ リ ーホームや施設（ 乳児院・ 児童養護施設） の平均措置期間 〇

親子再統合支援事業によ る 各種支援の実施件数 〇

親子関係再構築支援の専任職員の配置や専門チームの設置等の支援体制の整備 〇

親への相談支援等に関する 児童相談所職員に対する 研修の実施回数、 受講者数 〇
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児童心理司を中心と し た保護者支援プロ グラ ム等に関する 研修実施やラ イ センス 取得に向けた体制の整備 〇

保護者支援プロ グラ ム等の民間団体等への委託体制の整備 〇

児童心理司を中心と し た保護者支援プロ グラ ム等に関する 研修の実施回数やラ イ センス 取得数 〇

民間団体等への保護者支援プロ グラ ム等の実施件数 〇

児童相談所を通じ た特別養子縁組の成立件数 〇

親と の交流の途絶えたケース 、 親の行方不明、 特別養子縁組不同意ケース 等に係る 児童相談所長によ る 特別養子適格の確認の審判の申立の検討体制の整備 〇

里親支援センタ ーやフォ ス タ リ ング機関（ 児童相談所を含む） 、 乳児院、 民間団体等によ る 特別養子縁組等の相談支援体制の整備 〇 〇

特別養子縁組等に関する 研修を受講し た児童相談所職員数 〇

親と の交流の途絶えたケース 、 親の行方不明、 特別養子縁組不同意ケース 等に係る 児童相談所長によ る 特別養子適格の確認の審判の申立件数 〇

里親支援センタ ーやフォ ス タ リ ング機関（ 児童相談所を含む） 、 乳児院、 民間団体等によ る 特別養子縁組等の相談支援件数 〇 〇

３ 歳未満、 ３ 歳以上の就学前、 学童期以降の里親等委託率、 登録率、 稼働率 〇

里親登録（ 認定） に係る 都道府県児童福祉審議会の開催件数 〇

新規ホーム数、 委託こ ども 数 〇

里親登録（ 認定） に対する 委託里親の割合（ 年間に１ 回でも 委託のあった里親数） 〇 〇

児童相談所における 里親等支援体制の整備 〇

基礎研修、 登録前研修、 更新研修などの必須研修以外の研修の実施回数、 受講者数 〇

小規模かつ地域分散化し た施設数、 入所児童数 〇 〇

養育機能強化のための専門職（ 家庭支援専門相談員、 心理療法担当職員、 自立支援担当職員等） の加配施設数、 加配職員数 〇

養育機能強化のための事業（ 親子支援事業、 家族療法事業等） の実施施設数 〇

妊産婦等生活援助事業の実施施設数 〇

市区町村の家庭支援事業を委託さ れている 施設数（ 事業ごと ） 〇

児童自立生活援助事業の実施箇所数（ Ⅰ型～Ⅲ型それぞれの入居人数） 〇 〇

社会的養護自立支援拠点事業の整備箇所数 〇
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社会的養育推進計画改定に向けてのアンケ―ト （ 子供向け）

質問事項 質問形式 選択肢

日ご ろ、 ど のく ら い気持ちや意見を 聞いても ら えている と 感じ ま すか? 1つ選択

たく さ ん聞いても ら えている , すこ し 聞いても ら えている ,

あま り 聞いても ら えていない, 聞いても ら えていない, わか

ら ない

日ご ろ、 あなたの気持ちや意見は大切にさ れている と 感じ ま すか? 1つ選択 大切にさ れている , 大切にさ れていない, わから ない

あなたの気持ちや意見を 伝えた人から 、 あなたの気持ちや意見について、 ど

のよ う に対応する か説明さ れていま すか?
1つ選択 説明さ れている , 説明さ れていない

あなたの気持ちや意見を 聞く 仕組みについて、 伝えたいこ と があれば自由に

書いてく ださ い。 書き たく ない場合、 書かなく ても よ いです。
自由記述 （ 自由記述）
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